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問 都市計画課　☎ 055-948-2909なるほど！屋外広告物 Ｑ＆Ａ③

Q.案内広告物には、どんな基準があるの？
　A. 大きさ、高さ、表示内容や色などが決められています。
　　・面積は１面３㎡以内、高さは地上５ｍ以下
　　・表示内容は事業所などの名称・商標、矢印、距離など必要最小限
　　・案内表示のスペースは板面の表示面積の 1/3 以上
　　・鮮やかな色は使用できない　など 　このノートは、エンディングノート・終活ノートとして、自分自身の情報整理や家族・

大切な人へ自分の思いを伝えることができます。高齢の人だけでなく、若い人でも年齢
問わず気軽に書くことができます。医療や介護、もしもの時など、日常生活にも役立つ
ものです。
　感染症対策により、交流の持てない期間が続い
ていますが、このノートをきっかけに、友人・家
族・大切な人との絆を深めてみてはいかがでしょ
うか。ぜひ、ご活用ください。

配 布場所／大仁庁舎保健福祉・こども・子育て相
談センター窓口、長岡地域包括支援センター、
韮山地域包括支援センター、大仁地域包括支援
センター

問 保健福祉・こども・子育て相談センター
☎ 0558-76-8008

あなたの大切な人へ
思いを書き留めてみませんか？

　市では、第一生命保険株式会社沼津支社と住民が安心して暮らせる地域社会づくりに資
するため、令和2年12月4日に、協定を結びました。この協定に基づく活動の一環として「大
切な方への絆ノート」を提供いただきましたので、市民の皆さんに無料で提供します。
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１
辺
の
長
さ
が
40
㎝
以
上
の
燃
や
せ
る

粗
大
ご
み（
た
ん
す
、
マ
ッ
ト
レ
ス
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ど
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辺
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は
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み
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ー
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ョ
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積
所
）で
は
回

収
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ん
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、
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出
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。

①
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燃
や
せ
る
粗
大
ご
み
は
、
１
辺
の
長
さ
が

40
㎝
未
満
、
燃
や
せ
な
い
粗
大
ご
み
は
、
１

辺
の
長
さ
を
50
㎝
未
満
に
解
体
す
れ
ば
、
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
解
体
後
の
材
質
が
、
指
定
袋
の
対
象
ご

み
の
場
合
は
、
指
定
袋
に
入
れ
て
ご
み
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品（
テ

レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
・
エ
ア
コ
ン
）な
ど
、

市
で
受
け
入
れ
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

解
体
し
て
も
ご
み
集
積
所
ま
た
は
市
の
清
掃

セ
ン
タ
ー
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
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持
ち
込
む

本
人
ま
た
は
家
族
が
清
掃
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ン
タ
ー（
長
岡
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ン
タ
ー
、
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仁
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、
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リ
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ル
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収
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搬
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収
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自
分
で
粗
大
ご
み
を
排
出
で
き
な
い
場
合
は
、

市
の
戸
別
収
集
を
申
込
む
ほ
か
、
収
集
業
者
に

申
込
み
で
き
ま
す
。
廃
棄
物
を
回
収
し
処
理
す

る
た
め
に
は
、
市
の
許
可
が
必
要
で
す
。
許
可

の
な
い
業
者
へ
の
依
頼
は
不
法
投
棄
や
不
正
処

理
の
原
因
と
な
る
た
め
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 電子申請QR

コード
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現
在
、
国
の
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費
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と
し
て
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ナ
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が
行
わ
れ
て
い
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す
。

　

ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
写
真
付
き
）の
取
得
と
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
１
人
最
大
５
，０
０
０
円
分
付

与
さ
れ
、
当
初
は
令
和
３
年
３
月
ま
で
の
予
定

で
し
た
が
、
９
月
ま
で
延
長
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
た
だ
し
、
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
対
象
と

な
る
の
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
令
和
３

年
３
月
末
ま
で
に
申
請
し
た
人
と
な
り
ま
す
の

で
、
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
人
は
、
今
月
末
ま
で

に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が

可
能
で
す
。
ま
だ
取
得
し
て
い
な
い
人
を
対

象
に
国
か
ら
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

届
い
た
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
自
宅
で
の
申
請
が
難
し
い
場

合
は
、
伊
豆
長
岡
庁
舎
市
民
課
で
、
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
３
月
末
は
市
民
課
窓

口
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
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受
付
窓
口
／
市
民
課（
伊
豆
長
岡
庁
舎
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受
付
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／
平
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８
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30
分
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ら
17
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（
木
曜
日
の
み
19
時
ま
で
）

持
ち
物
／
本
人
確
認
書
類
、
顔
写
真
は
窓
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で
撮
影
し
ま
す
が
、
持
参
の
も
の
で
も
可

（
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受
付
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課（
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豆
長
岡
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舎
）

受
付
時
間
／
平
日
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分

（
木
曜
日
の
み
19
時
ま
で
）

持
ち
物
／
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
写
真
付

き
）、
カ
ー
ド
交
付
時
に
設
定
し
た
４
桁

の
暗
証
番
号
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
取
得

し
た
い
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
媒
体

（
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
）

ま
だ
間
に
合
い
ま
す
！

　生活のために必要な案内広告物であっても、あちこち無秩序に掲出するとまちの景観や
風致が損なわれることになります。今回は案内広告物のルールについて紹介します。

一目でわかりやすい表示に

➡
× 〇

伊
い ず み

豆海 景
ひかり

まずは、
窓口に

相談してね

Q. 案内広告物はどこでも設置できるの？
　A. どこでも設置できるわけではなく、地域によって制限があります。
　　 許可を受ければどこでも設置できる「普通規制地域」と、原則として看板の設置を禁止している「特
別規制地域」があります。ただし、直進だけではたどり着けず、右左折を伴う事業所への案内は「や
むを得ないもの」として許可を受け、設置することが認められています。


